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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確

保
に
関
す
る
法
律
案
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
「
我
が
国
に
対
す
る
・
・
・
武
力
攻
撃
」
と
は
、
基
本
的
に
は

我
が
国
の
領
土
、
領
海
、
領
空
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
い
う
と
考
え
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

法
案
第
二
条
第
五
号
の
「
公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
」
と
は
、
そ
の
業
務
目
的
は
営
利
目
的
等
で
あ
る
が
、
そ
の
業
務
が

公
衆
の
日
常
生
活
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
人
を
い
う
も
の
と
解
し
て
お
り
、
「
電
気
、
ガ
ス
、
輸
送
、
通
信
」
は
公
益

的
事
業
の
例
と
し
て
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
の
う
ち
い
か
な
る
も
の
を
実
際
に
指
定
公
共
機
関
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
ま
ず
、
個
別
の
法
制
に
お
い
て
、
指
定
公
共
機
関
に
実
施
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
対
処
措
置
の
内
容
を
具
体

的
に
定
め
た
上
で
、
個
別
の
法
制
が
定
め
る
事
項
ご
と
に
当
該
機
関
の
業
務
の
公
益
性
の
度
合
い
や
、
武
力
攻
撃
事
態
へ
の

一



対
処
と
の
関
連
性
な
ど
を
踏
ま
え
、
当
該
機
関
の
意
見
も
聴
き
つ
つ
、
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
指
定
公
共
機
関
に
係
る
個
別
の
法
制
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
現
段
階
に
お
い
て
、
指
定
の
対

象
と
な
る
公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
及
び
三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
二
の
�
及
び
三
の
�
に
示
さ
れ
た
政
府
の
見
解
は
、
憲
法
第
九
条
の
解
釈
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
案

は
、
憲
法
第
九
条
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
前
提
と
し
て
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
案
が
成
立
し
て
も
御

指
摘
の
見
解
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
。

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

防
衛
出
動
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣

が
、
「
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
（
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
際
し
て
、
わ
が
国
を
防
衛

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
」
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要
件
は
、
い
わ
ゆ
る
自
衛
権
発
動

の
三
要
件
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

二


